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◇　一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（条例第34号）

１　人事委員会勧告に基づき、期末手当及び勤勉手当について改定したほか、所要の改正を行いました。

　⑴　一般職の職員の給与に関する条例

　　　期末手当の支給月数を 0.15月引き下げるとともに、勤勉手当の支給月数を 0.05月引き上げました。

　⑵　特別職の職員の給与に関する条例

　　　一般職の職員との均衡を考慮し、期末手当の支給月数を 0.05月引き下げました。

２　この条例は、令和３年12月１日（一部の規定は、令和４年４月１日）から施行します。

　一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布します。

　　令和３年11月29日

	 長野県知事　阿　部　守　一

長野県条例第34号

　　　一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第１条　一般職の職員の給与に関する条例（昭和27年長野県条例第６号）の一部を次のように改正する。

　	　第34条第１項中「100分の 127.5」を「100分の 112.5」に、「100分の 107.5」を「100分の 92.5」に改め、同条第２項中「100分の

127.5」を「100分の 112.5」に、「100分の 70」を「100分の 65」に、「100分の 107.5」を「100分の 92.5」に、「100分の 60」を「100

分の 55」に改める。

　　第36条第１項第１号中「100分の 92.5」を「100分の 97.5」に、「100分の 112.5」を「100分の 117.5」に改める。

第２条　一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

　	　第34条第１項中「100分の 112.5」を「100分の 120」に、「100分の 92.5」を「100分の 100」に改め、同条第２項中「100分の 112.5」を「100

分の 120」に、「100分の 65」を「100分の 67.5」に、「100分の 92.5」を「100分の 100」に、「100分の 55」を「100分の 57.5」に改める。

　　第36条第１項第１号中「100分の 97.5」を「100分の 95」に、「100分の 117.5」を「100分の 115」に改める。

　　別表第６の福祉業務手当の項中「1,200円」を「1,400円」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１	　この条例は、令和３年12月１日から施行する。ただし、第２条並びに附則第４項、第６項及び第８項の規定は、令和４年４月１日

から施行する。

　（実施規定）

２　この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

　（特別職の職員の給与に関する条例の一部改正）

３　特別職の職員の給与に関する条例（昭和27年長野県条例第10号）の一部を次のように改正する。

　　第４条の２第２項中「100分の 165」を「100分の 160」に改める。

４　特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

　　第４条の２第２項中「100分の 160」を「100分の 162.5」に改める。

　（任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

５　任期付職員の採用等に関する条例（平成14年長野県条例第31号）の一部を次のように改正する。

　　第８条第２項中「100分の 127.5」を「100分の 112.5」に、「100分の 165」を「100分の 160」に改める。

６　任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

　　第８条第２項中「100分の 112.5」を「100分の 120」に、「100分の 160」を「100分の 162.5」に改める。

　（任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正）

７　任期付研究員の採用等に関する条例（平成14年長野県条例第41号）の一部を次のように改正する。

				第６条第２項中「100分の 127.5」を「100分の 112.5」に、「100分の 165」を「100分の 160」に改める。

８　任期付研究員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

				第６条第２項中「100分の 112.5」を「100分の 120」に、「100分の 160」を「100分の 162.5」に改める。

人　事　課


